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特集 1  ｜  派生開発推進協議会代表 兼 株式会社システムクリエイツ　代表取締役  清水 吉男 氏

長引くデフレの中で、日本の製造業が官製円安でようやく息を繋いでいるところに「IoT」と言う新しい土俵が現
れたことで、まるでお花畑に群がるミツバチのように蜜を求めて飛び交い始めた。

確かにこのお花畑にも「モノ」は必要である。日本の製造業にとって「モノ」と「モノ」をつなぐことは技術的には
難しくない。だが、このお花畑では「モノ」をつなぐことでどういう価値を提供するのか、そして、その価値をどのよ
うな形で提供するのかが問われる。

また、その際の提供のスピードが遅ければビジネスにならない。そのためにはテストを含めて「agile
1
」に開発する

技術が必要になる。そしてもう一つは「Software Defined」
1
な仕掛けを組み込むことが求められる。これは顧客に「早

く買ってもらっても後悔させない」ための有効な技術であり、使い続けてもらうための重要な手段となる。逆にいえば「モノ」
は作れても、これらの条件を満たさなければ蜜は吸えないだろうし、お花畑の上を飛ぶことすら許されないかもしれない。
「IoT」は決して甘くない。

1990年代半ばまでは、どれだけ多くの機能を搭載
するかを競ってきた。営業の担当者も機能の数で負け
たくないと、次々と新しい機能を盛り込むことを求め
てきたし、テスト技術者も含めて、多くの技術者はこ
の競争の中で振り回されてきた。

しかしながら、盛り込まれている機能の半分は使わ
れていないという調査もある。納期に追われ、必死に
なって盛り込んだのに、その機能が使われていないと
言われると辛い。でも、使う人のことを考えていない
のだから当然かもしれない。

このような機能のてんこ盛りを、いつまでも続ける
ことはできないのは当然である。そこで今度は「価値」
という土俵で競争が始まった。ユーザーや顧客が欲し
くなるものを優先的に提供しようというのである。使
い易さや使っていることの楽しさなどを追及すること
になるが、作り手である設計者にとってこれを見極め
るのは容易ではない。

せっかく価値を提供しても、後が続かなければ意味
がない。そこで競争の場は、「価値の継続的提供」へ
と進展する。如何にして価値を提供し続けるかを競
うのである。

ハードで価値を継続的に上げていこうとすると部品
の交換などが必要になるが、ソフトウェアであれば、
入れ替える手段があれば実現する。これがソフトウェ
アの最大の強みである。まさに「ソフトウェアがビジ
ネスの勝敗を決める時代」になっているのである。

この競争を支えているのが、ソフトウェアのQCD
同時達成の技術、高速通信、ディープラーニングなど
の技術であり、センサー技術やMPU

3
の性能向上など

と相まって、新しい競争の土俵が作られているのである。

日本の製造業では、装置やハードの「モノ」作りはリー
ドできると思われるが、「プロセス」で品質などの市場
の要求に応える技術の獲得を怠ってきたことで、ソフ
トウェアの領域でQCDの同時達成を安定的に実現す
る技術に不安がある。

技術の進化が
新しい競争を支える

1.  agile：ソフトウェア開発において、より素早い開発を重視する方法や考え方
の総称
2.  Software Defined：多くの機能や性能はソフトウェアで実現しているので、
ダウンロード等の手段を使ってソフトウェアを入れ替えることで、問題の解決は
もちろん、機能や性能の向上を実現する仕組みを指す。
3.  MPU：マイクロプロセッサー。Micro Processing Unit の略。
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清水 吉男 氏  しみず よしお

1968年からソフトウェアの世界に入り、汎用機によ
る企業システムやオンラインシステムの開発を手掛け
る。途中で組み込みシステムの世界に転じ、POSシス
テムやICE

4
、インクジェットプリンターなどの開発に

携わる。CMM
5

との出会いを機に、自ら考案した要求
の仕様化技法(USDM)や派生開発向けの開発プロセス
(XDDP)等を元に1995年からプロセス改善のコンサル
ティングを開始。さらに、2010年に派生開発推進協議
会を設立し、これらの普及活動に入る。

著書：
「ＳＥの仕事を楽しくしよう」（ＳＲＣ刊）
「要求を仕様化する技術・表現する技術」（技術評論社）
「『派生開発』を成功させるプロセス改善の技術と
極意」（技術評論社）

「わがSE人生に一片の悔いなし」（技術評論社）

またハードの領域でも、センサーの部分をより小さ
くするため、あるいは多様なセンシング技術（の変化）
に対応するために、センサーの半導体自身がソフトを
内蔵することも考えられ、そこに新しいソフトウェア
の作り方が求められると、それまでの「モノ作り」の優
位性が揺らぐかもしれない。

このような技術の向上を背景に、新たな競争の場と

して「IoT」が登場した。世界は常に新しい競争を仕掛
けてくる。それはビジネスで勝つための仕掛けであり、
一時も留まっていない。この発想は日本では弱いかも
しれない。

「IoT」の出現と認識

Feature1

4.  ICE：マイコン基盤を開発する際のデバッグ時に使うツール
5.  CMM：Capability Maturity Model の略。ソフトウェアのプロセス改善の
     モデル（能力成熟度モデル）。
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GEの「プレディクス
6
」は、この３つの要素を繋いだ

形でのビジネスを展開するためのプラットフォームと
して提供している。また、「IT」側でディープラーニン
グの技術を駆使して、レントゲンの写真データを解析
し問題の部位を見つける技術の開発も進んでいる。早
晩、世界中の撮像装置を繋いでサービスが始まるだろ
うし、「Software Defined」の仕組みを組み入れてお
くことで独占的なビジネスになる可能性もある。

前述したように、「IoT」として価値の継続的提供を
実現するためには、「Software Defined」な作りが必
要だし、市場への提供を機敏にするために「agile」な
対応が求められる。

そうなると、派生開発においても、この２つのキー
ワードは無視できない。新規開発時に「Software De
fined」な仕掛けが組み込まれているのに、派生開発で
それを壊すことは許されない。それに、せっかく「agile」
な開発によって世に出したのに、派生開発のリリースで
もたついてしまえば、競争相手に追い抜かれてしまう。
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ところで「IoT」をどのように認識しているのだろう
か。「Internet of Things」の頭文字ということで、単
に「モノとモノが繋がること」としか考えていない人
も少なくないかもしれない。もう少し進んで「モノを
繋いで価値を高める何かをさせること」くらいは考え
ることはできるだろう。

気づいて欲しいのは、この「IoT」が「価値の継続的
提供」を実現する「場」として湧き上がってきているこ
とである。単にモノとモノが繋がる「機能」を提供すれ
ば良いのではない。単なる機能を競争する時代はすで
に終わっている。今日、ソフトウェアを活用した競争
に変わっているのである。

図①は「IoT」を構成する要素のつながりをイメージ
したものである。この土俵で「device」を提供する形
でビジネスをするか、「IT」までトータルに繋いだ形で
ビジネスをするか、自社の強みはどの領域なのか、弱
みを補う方法はあるのか、企業のトップは判断を迫ら
れることになる。

日本の製造業としては「device」側はイメージしや
すいだろう。だが「繋がるモノ」や、「モノをつなぐ装置」
の提供では、所詮、今までの「モノ作り」の延長であり、
これまでの「部品」の提供と同じ状態になって価格競
争に巻き込まれるだろう。

図①：簡単な「IoT」のイメージ

「IoT」に潜む
２つのキーワード

6.  プレディクス：「Predix」。モノをネットワーク化するための OS に相当する
　 基本システム。

特集 1  ｜  派生開発推進協議会代表 兼 株式会社システムクリエイツ　代表取締役  清水 吉男 氏



Feature

ソフトウェア化の波に襲われるIT 業界

Feature1

とはいえ、新規開発時と違って、派生開発を「agile」
に対応するのは容易ではない。ベースのソースコード
の状態と、担当するソフトウェア技術者のソースコー
ドに対する読解能力や設計能力に大きく左右される。

例えば、新規開発時では組み入れる複数の機能の中
で、よく似た処理モジュールを重複して作ったとして
も問題なく稼働するし、テストでも問題にならないか
もしれない。だが、このようなソースコードが派生開
発に持ち込まれ、重複した処理があることに気づかな
ければ変更漏れを起こす可能性がある。

「IoT」にあっては、「Software Defined」に作るこ
とは、価値の継続的提供を支援する重要な手段である。
今までは、製品のバージョンアップの度に買い替えが
促され、早く買ったことを後悔してきたし、そういう
ものだと諦めていた。

だが今日、製品の価値はソフトウェアで決まる時代
になっている。あらかじめハードの構成に少し余裕を
もたせておけば、あとはソフトウェアを入れ替えたり、
追加したりすることで、いろんな使い方を提供できるし、
いろんな場面に対応することもできる。製品を「agile」
に提供するには、逆に「Software Defined」の仕組み
を提供することは不可欠でもある。

また、この仕組みが組み込まれていれば、トラブル
が表面化しても、原因によってはソフトウェアの更新
ですぐに対応できるし、満足を提供し続けることもで
きる。

もちろん、ハードの性能も時間の経過と共に劣って
くるので、どこかの時点で買い替えは発生する。だが

「価値の継続的提供」による信頼があれば、自社製品を
買い替え続けてもらうことができるだろう。逆に、他
社への買い替えが起きないということは競合他社に
とっては厄介である。

このように、「Software Defined」は、競争の面でも
強力な武器になる。

新規開発を「agile」に対応した以上、その後の派生
開発も「agile」に対応する必要があるが、問題は簡単
ではない。

日本の製造業は、戦後の復興期から“ちょい変”に
よって新しい製品の提供を繰り返してきた。いわば
“ちょい変”の歴史でもある。この“ちょい変”は消費
者にとっては早く買ったことを悔やむことになるが、
メーカーとしては買い替えを促すことで、売り上げを
積み上げてきたし、経済成長の最中では給料が上がっ
たことを暗に誇示することにもなっていた。

問題は、ソフトウェアの開発も“ちょい変”で対応で
きるだろうということになり、製造業における派生開
発の案件の多くは海外の人件費の安いオフショアに出
し、代わりにテストは国内で実施するという方法がと
られた。

その結果、バグが多発しオフショア先と何度も往復
することになる。そしてその間もソースコードの劣化
は進むため、次回以降の派生開発にも悪影響を及ぼす。

さらに問題なのは、発注側におけるソフトウェアの
開発技術も空洞化することである。これはこの後の開
発組織の立て直しに大きな障壁となるだけでなく、日
本の産業にとって取り返しのつかない事態を招く恐れ
がある。

今日、多くの企業でこのような状況に陥っているに
もかかわらず、未だにコスト重視でオフショアに出そ
うとしている企業も少なくない。

無規律にソースコードを書かれたり、派生開発にお
いて不適切に変更されたりすると、「agile」に派生開
発できなくなる。その意味では、ソースコードに何ら
かの「規律」が必要になる。

「Software Defined」の効果

派生開発の現実

ソースコードに「規律」が必要

特集 1  ｜  派生開発推進協議会代表 兼 株式会社システムクリエイツ　代表取締役  清水 吉男 氏

Feature1
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新規開発を「agile」で対応した時、日々のミーティ
ングなどで設計の定石やコーディングのルールなど、
幾らかの「規律」が持ち込まれることが期待できる。重
複したモジュールの実装もそこで気付く可能性がある。
こうした文化を身に付けたソフトウェア技術者が派生
開発に対応してくれれば良いが、現実にはなかなか難
しいと思われる。

一般の派生開発では、設計の担当者が「どこ」を「ど
のように」変更した（する）のか、その変更情報が公表
されていないことが多い。そのため、複数の担当者で
担当範囲を分担した場合、全員の変更を合わせてテス
トに入るとバグが噴出する。

テスト部隊も、変更情報が見えないために、どこに
変更の影響が出ても良いようにテスト要員を増やした
り、必要以上にテスト範囲を広げて対応したりする。
もちろん、現実にはそのような工数は確保できていな
いこともあって、その場合はバグが残ってしまう。

多くの派生開発のテストは、図２のようにバレーボー
ルのネットの代わりに「ベニヤ板」を張った状態に見
える。

そこでは、レシーバーの人数を多くして、ボールが
どこから飛んできても良いように備える必要がある。
テストを人海戦術で対応したり、自動化の環境を揃え
て対応したりすることになるが、「自動化」の効果は適
切な変更情報を把握し、テストケースに反映すること
で決まる。

派生開発では、「機能追加」と「変更」の全く性質の異
なる２つの要求が存在する。もとより派生開発の混乱
は、そこで行われているプロセスがこれらの異なる２
つの要求に適合していないことに起因している。特に、

変更には「部分理解」の状態での作業が強いられるため、
担当者の思い込みや勘違いが混入しやすい。

XDDP（エックス・ディー・ディー・ピー：eXtreme De
rivative Development Process）は、このような派生
開発の問題に対応するために、機能追加と変更のプロ
セスを分け、さらに変更に対しては、変更箇所に関す
る情報（どこをどのように変更するのか、その理由は
といった情報）を「変更３点セット」

7
の形に書き出し、

レビューを実施して担当者の勘違いなどを、ソースコー
ドを変更する前に発見する仕組みを提供している。

この担当者の変更情報が公開されることで、派生開
発を「agile」で進める上で効果を発揮することになる。

XDDPを派生開発版のWF（ウォーター・フォール）
と勘違いしている人も少なくないと思われる。その原

仕切りが「ベニヤ板」なら、ボールが
どこから飛んできても対応できるように、
大勢で対応するしかない

図②：「ベニヤ板バレーボール」の様子

XDDPの特徴

7.   変更３点セット：「変更要求仕様書」「ＴＭ（トレーサビリティマトリクス」
「変更設計書」を指す。

XDDPに対する誤解

2017
Winter

巻
頭
特
集
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テストは「ベニヤ板バレーボー
ル」になっていないか？
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因は、変更する箇所と変更内容を「変更要求仕様書等」
に、さらに具体的な変更方法を「変更設計書」に書き出
し、その上でソースコードを変更するという流れになっ
ているからである。確かに、外見上はWFに見えるか
もしれない。

だがこれは、そこにあるソースコードの状態が悪く、
変更の影響が思わぬところに飛び火することがあり、
全ての変更箇所を把握してからでないと何度も変更を
し直すことになるからである。ソースコードの変更を
遅らせている理由は、ソースコードの状態の悪さにあっ
て、XDDPの制約ではない。

ソースコードの状態が良ければ、例えば機能単位で
変更情報を公開し、レビューを経て変更とテストを実
施してさっさと（「agile」に）リリースすることもできる。
決して、XDDPが変更作業を刻むことを禁止している
わけではない。

何度も言うように、「IoT」が普及する中では組み込
みの世界も「agile」に対応することは避けられない。
しかも混乱なくバージョンアップのリリースを支援す
る必要がある。

XDDPでは変更情報が見えるので、スクラムの「朝
会」

8
のような場に出すことができる。そこで担当者の

思い込みや勘違い、さらには、もっと良い変更方法を
得ることができれば、確実に変更の間違いも少なくなる。

また、「変更３点セット」は結果としてソースコード
の状態を反映しているので、これを元にして、変更に
対する影響の拡散を最小限に抑え、かつソースコード
が扱いやすくなるようにリファクタリング

9
の方針を立

てることもできる。

XDDPはagileな派生開発を
支援する

特集  ｜  派生開発推進協議会代表　兼　株式会社システムクリエイツ　代表取締役  清水 吉男 氏

8.  スクラムの「朝会」：アジャイル開発において、チームの状況を共有するため
に行われる毎朝のミーティングのこと
9.  リファクタリング：ソフトウェアの外部的振る舞いを保ちつつ、理解しやすく、
あるいは修正で混乱しにくいように、内部構造を整理・改善すること

XDDPの変更情報をテストと
共有する

このように、XDDPの「変更３点セット」を適切に
活用することで、派生開発を「agile」に対応すること
ができる。そして、この「変更３点セット」に書かれて
いる変更情報は、この後のテストの設計にも有効な情
報になる。しかもこの情報はソースコードを変更する
前に書かれる。

もちろん、変更箇所だけをテストすれば良いわけで
はない。どこ（どの機能）を変更すれば、どんなテスト
が必要か、そのような変更では影響が拡散するといっ
た情報をテストエンジニアは持っている必要があるが、
そのような知識を積み上げるにも、この「変更３点セッ
ト」の情報が役に立つはずである。

派生開発と連動してテスト作業も「agile」に対応す
るには、「変更３点セット」を上手に活用して「ベニヤ
板バレーボール」を脱却することはもちろん、派生開
発の中で変更の影響箇所を見極めるために使われた情
報なども共有していく必要がある（図③）。

逆に言えば、「IoT」時代の派生開発とテストのあり
方を考えるとき、派生開発の成果物はテスト作業も含
めて重要な成果物であることを認識した上で、成果物
の構成や表現方法なども一緒に検討することが重要に
なってくる。

図③：派生開発とテストの連携のイメージ

*

* PFD（プロセスフローダイヤグ
ラム）：開発プロジェクトのプロ
セスと成果物を図式化したもの
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ロボットや AI は、遅かれ早かれ、私たちを取り巻
く「そこらじゅう」に存在するようになる。このこと
を踏まえ、ロボットやAIに関する法律問題については、
既にありとあらゆる分野にまたがって、活発で興味深
い議論がなされている。概観してみよう。

まず、「人と物」の区別に関わる問題である。現行
法体系は、人と物（動物を含む）を厳然と区別する前
提に立っているが、認知科学または社会学の観点から、
人間を模し、一定の Emergent

1
な行動を行うソーシャ

ル・ロボットに関しては、物に対するのとは明らかに
異なる受け止め方が我々に生じることが指摘されてお
り

2
、一定のロボットがただの物とは異なる保護の客体

となるとして、動物愛護法にならい、ロボット保護法
ができる可能性がある。また、法人のように何らかの
権利主体性が認められるべきではないか、あるいはロー
マ時代の奴隷のように権利主体性がなくとも一定の行
為能力

3
を認めてよいのではないかという議論も活発だ

4
。

ロボットが攻撃してきたとき、反撃・破壊すること
は正当化されるのか？侵入してきたドローンを排除で
きるのか？民法・刑法上は、ロボットに対する正当防
衛、緊急避難の問題や、妨害排除請求の可否の問題が
生じることが確実だ。例えば、制御者や所有者の全く
あずかり知らない状況で、ロボットが第三者に攻撃を
加えてきたとする。刑法上、制御者・所有者に故意ま
たは過失も認められないような場合には、正当防衛を
認める見解と、緊急避難を認める見解がある。また、
本誌2016年夏号で触れた、いわゆるトロッコ問題も、
刑法上の緊急避難の議論に関連付けて論じることも可
能である。

知的財産権や表現行為に関しても検討すべき問題が

1. 概観 ある。AI またはアルゴリズムが作成した文章が、著
作権法の保護を受けるかという問題が、現在内閣府知
的財産戦略本部で検討が進められている

5
ほか、特に米

国では、AI による表現行為が憲法上の表現の自由の
保障を受けるかという議論が活発だ

6
。ロボットや AI

の行う言論を政治的な観点から見れば、ロボットや
AI による政治活動への関与や政治参加に対する規制
の有無も大きな社会問題になるだろう。

人事、労務関連法も様々な壁にぶつかるだろう。テ
レイグジスタンス技術

7
は、「事業所」という物理的単

位を基準に労働者を管理・規制してきた我が国の労働
法制に変更を強いる可能性が高い。日本にいながら外

1.  「予測できない」「創発的」といった意味である。本誌 2016 年夏号を参照。

2.   例えば、パソコンがうまく作動しないとき、私たちは単にイライラするだけであ
るが、お掃除ロボット「ルンバ」が障害物にぶつかってうまく進めないのを見ると、
私たちはかわいげや同情を感じることがあることが指摘されている。

3.  法律用語としての行為能力とは、一人で確定的に有効な法律行為を行う能力を
いう。たとえば、民法上、3 歳児には、権利能力があるものの、行為能力はないし、
17 歳の未成年者の行為能力には一定の制限がある。

4.  歴史的には、教会ないし教区、偶像、遺体といった人間以外のものにも一定の
権利主体性が認められたことがあったという。信託契約等の一定の契約に限って、
AI そのものに権利義務が帰属することを論じる研究や、AI に懲役刑や禁固刑を科
すことを検討する学説もある。

5. 「 知的財産推 進計画 2016」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/
chizaikeikaku20160509.pdf）では、現行法上、AI が自律的に生成した生成物は、
著作権法上の保護を受けないとしながら、人間の創作物と AI 創作物を外見上見
分けることの困難性、AI 創作物の爆発的増加の可能性に触れ、あらゆる AI 創作物

（著作物に該当するような情報）を知財保護の対象とすることは保護過剰になる可
能性がある一方で、フリーライド抑制等の観点から、市場に提供されることで一定
の価値（ブランド価値など）が生じた AI 創作物について、新たに知的財産として保
護が必要となる可能性があるなどとしており、今後の動きが注目される。

6.  2016 年の 3 月、AI による tweet が人種差別的な内容であったとして、実験が中
止されたことは記憶に新しい。このような tweet にまで、憲法上の表現の自由とい
う強い保護を与えるべきかどうか、という問題だ。

7. テレイグジスタンスとは、遠隔地からロボットを操作することにより、遠隔地に
いながら一定の作業や参加を行う技術をいう。例えば、教授が自宅に居ながらロ
ボットを遠隔操作してライブ講義を行うのがこれにあたる。テレイグシスタンス技
術により、インターネットを介した労働力の「転送」や「即時移転」が可能になれば、
使用者はより効率的な労働力の振り分けができるようになる可能性がある。

TMI総合法律事務所　弁護士

波多江 崇 氏

ロボット・AI に関する法律問題
本誌2016年夏号では、ロボット法の総論と、自動運転に関する問題として、倫理的な問題、損害賠償責任の分担の問題、
そしてプライバシーやサイバーセキュリティの問題についてご紹介したが、本号では、残されたロボットや人工知能（AI）
に関する法律問題について概観し、ロボット・AIを活用した「契約・取引」に関する問題を見ていきたい。

Feature2

特集２
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国のロボットを介したテレイグジスタンスにより外国
で労働をしてよいのか、各国の入国審査制度や移民法
制を骨抜きにしないか、との指摘もある。近い将来実
用化されることが推測されるロボットや AI による労
働者に対する監視（あるいは中間管理職総ロボット化）
が、いわゆるパノプティコンの弊害を呈するのではな
いかとの問題意識もある

8
。もちろん、労働力がロボッ

トや AI に代替されることによる労働政策の問題は生
じるだろうし、所得税法のあり方にも影響を及ぼすだ
ろう。

消費者保護／不公正な取引等も問題になり得るだろ
う。例えば、人間が（遠隔）操作しているにもかかわ
らず、それを秘匿する態様で対人ロボットを使用する
ことを「オズの魔法使い」的な使用という。このよう
な使用法は、禁止または制限されるべきか、そしてそ
の根拠は何かという問題があり得る

9
。また、中長期的

には、インターネットや機械を介したショッピングの
際に「私は人間と取引しているのか、AI と取引して
いるのか」分からない事態が生じることが想定されるが、
そのような状況は私たち利用者に不安を生じさせない
だろうか、という問題意識もあり得るだろう。現在の
法令でいえば、消費者契約法、景表法や特商法等の
消費者保護法規制の土俵で議論されることが考えら
れる。

このほか、人型ロボットの外観と差別の問題（たと
えばロボットの肌の色や性別に関する議論）、ロボッ
トや AI を用いた法の執行に関する問題（たとえば取
調べへの AI の活用や、ロボットを用いたスピード違
反の取締り等と適正手続やプライバシーの問題等）、
完全自動殺戮兵器の使用の是非や自動潜航潜水艦が隣
国の領海に侵入してしまった場合の国際法上の問題等
も議論され始めている。海外では、ロボットを専門に
取り扱う行政官庁の要否が活発に議論されているし、

インターネットや通信におけるネットワーク中立性や
ユニバーサルサービスに類似した政府の関与の仕方に
関わる問題も生じるかもしれない。

倫理的な問題、損害賠償責任の分担の問題、そして
プライバシーやサイバーセキュリティの問題に匹敵す
る重要な問題として、ロボット・AIの介在する契約・
取引に関する問題が挙げられる。しかし、筆者の印象
としては、この点に関する議論は、世界的に見ても、
あまり進んでいないように思われる。

2. ロボット・AI社会における
　契約と取引

8.  パノプティコンとは、もともと 24 時間集中監視型の刑務所のことで、広く集中
監視型社会一般を指して用いられることのある語である。ロボット・AI による労働
者の監視とパノプティコンについては、以下の URL も参照：
https://wirelesswire.jp/2016/01/49117/

9. 例えば、特定の疾病の患者はロボットとの対話により症状が軽減する可能性があ
ることが分かってきているし、一般利用者も「ロボットだけには話せる」ことがあ
るだろう。そのような利用者の利益をどのように保護していくべきかという問題だ。

波多江 崇 氏
はたえ　たかし

2003 年 京都大学法学部卒業。
2006 年 弁護士登録。
2014 年 ペンシルバニア大学ロースクール
　　　  卒業（LL. M. ）。
2014 年 モルガン・ルイス＆バッキアス
　　　   法律事務所（米国）勤務
2015 年 CIPP/US（Certified Information
　　　    Privacy Professional）登録。
2015 年 TMI 総合法律事務所復帰。
2016 年 情報ネットワーク法学会会員
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TMI 総合法律事務所　弁護士：波多江 崇 氏

特集２ ロボット・AI に関する法律問題

Feature2

あなたが、あるウェブサイトで、Y事業者から、あ
る人気アーティストのライブのチケットを買う場面を
想定しよう。そのウェブサイトでは、アーティストの
人気、予想される曲目、ゲスト、ライブの場所、天候
等を含むビッグデータとAIを用いて、需給予測をし、
チケットの価格が時々刻々変動する仕組みになってい
た。ところが、AI の何らかの過誤により、10万円は
下らないと思われたそのチケットの価格が、1000円と
表示されてしまった。あなたは、即座にチケットの購
入手続と決済を済ませたが、後にY事業者から、AIの
何らかの誤りによって不正な価格が表示されたことの
お詫びと、チケットは販売できないとの連絡が来た。
あなたはチケットを有効に買ったといえるだろうか（チ
ケットの売買契約は有効に成立しているだろうか）。
抽象的には、以下のような考え方があり得る。

1つは、介在するAIはY事業者の手足や道具に過ぎ
ず、Y事業者の担当者が誤った表示をしてしまった場
合と同様だとみる考え方だ。これによれば、上の例で
は、申込と承諾の（形式的な）合致により、原則として
1000円でチケットを売買する契約が成立しており、あ
とは、Y事業者の錯誤による契約無効

10
が問題となるのみ

であろう。一般に、錯誤無効の主張は認められにくい
11
 。

もう1つは、AIを自律性の高い代理人に近いものと捉
え、民法の代理に関する規定の考え方をもとに解決する
方法があり得る。これによれば、実際には当該AI の処
理として想定される範囲外の表示が誤ってなされた場合、
代理人が権限外の行為を行った場合と類似の場面だとみ
て、原則として想定範囲外のAI の過誤による契約は無
効と考えつつ、相手方（上の例では買い手であるあなた）
がAI の挙動が全くの想定の範囲外であることにつき善
意無過失である場合に限って契約が有効に成立すると考
えることができる。契約が成立しない場合に、AI の過
誤によって生じた損害の責任を誰に負わせることができ
るか、という問題も生じるだろう。

難しい問題である。おそらく、現状のAI の水準を
前提にすれば、1つ目の考え方による処理がなされる
可能性が高いと思われるが、射程の広い問題であるに
もかかわらず、そもそもこのような問題意識は少なく
とも日本ではあまり議論がなされていないようだ。

（1）契約上の責任 1つのポイントは、取引に介在するアルゴリズムに
過ぎないAIをどの程度自律的で独立性のあるものと
して捉えるかだと思われる。AI の自律性、独立性が
高まるにつれ、2つ目の考え方を含め、異なる理論構
成が出てくるかもしれない。

このように、AI が介入する取引には、事前に決して
予測できないAI の過誤に伴う法律問題が伴うことが
予想される。今後、契約の成立の場面でAI が重要な
機能を果たす場面はいっそう増えてくることが確実で
あるため、ソフトウェアの提供者としては、精度の高
いAI を開発することはもちろん、供給先との間の契
約でAI の稼働の内容につき、一定の免責または責任
限定条項を入れておくことも重要だ。

AI を用いた取引については、超高速取引に関する規
制についても触れておきたい。

超高速取引とは、一般に、数千分の一秒レベルの短
い時間で、自動発注・自動判断機能を持つアルゴリズ
ムを用いて、自動的に超高頻度で株式やその他の金融
商品等の売買を行うことをいう。平成28年10月19日、
金融庁は、超高速取引について、市場の流動性確保の
メリットがあるとしながらも、下表のようなリスクがあ
ることを理由に、超高速取引を行う投資家に対する登

（２）超高速取引（HFT; High Frequency
　   Transaction）と透明性

市場でのイベントに超高速取引が加速度的に反応し、
マーケットが一方向に動くことで、市場を混乱させる

個人を中心とする一般投資家に不公平感を与え、一般投資
家を市場から遠ざけてしまう

あまりに短期的な戦略で取引がなされ、中長期的な企業価
値に着眼した価格形成が阻害される
異常な注文・取引やサイバー攻撃等の影響が瞬時に市場全
体に伝播したり、システムトラブルが市場に大きな問題を
惹き起こしたりする

相場操縦等の不公正取引に利用される

表：超高速取引によるリスク

10.  民法 95 条。錯誤とは、典型的には書き間違いや言い間違いで真意と異なる意
思表示を行った場合に、その意思表示を無効とするルールである。錯誤者に重大
な過失があった場合には、錯誤無効の主張はできない。

11.  ただし、本文の例では、買い手において、価格の誤表示について「いかにもお
かしい」と認識していたような場合には、Y 事業者の錯誤無効の主張が認められる
可能性はある。
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録制を導入する方針を発表した
12
 。

欧州では2018年1月から超高速取引を行う投資家を
登録制とすることが決まっており、ドイツでは、取引
所は投資家に対して資料の提出を求めることができ、
違法行為が確認された場合には当局に情報提供をしな
ければならないこととされているようだ。

1987年のブラックマンデーの背景の一つには、コ
ンピュータを用いた取引があったことが指摘されてお
り、超高速取引は、世界規模での重大なリスクを孕ん
でいることに留意すべきである。

ところで、米国では、超高速取引に対する規制の案
として、上に述べたような登録制に加え、登録投資家
に対する超高速取引に係るソースコード（コンピュー
タ用プログラム）の保存や、当局への開示の義務づけ
が検討されており、一部では強い反対意見が表明され
ている

13
 。重要な知的財産であり、企業戦略そのもの

でもあるアルゴリズムの設計について当局に開示する
などとんでもない、せめて令状を必要とせよ、という
ところだろう。このようなソースコードの開示を求め
る理由の一つは、事故や問題が生じた場合の事後検証
にあり、規制する理由としては無視できない重要性を
持っているため、バランスのとり方は難しい。米国の
超高速取引の規制案の行く末が注目される。

このようなアルゴリズムの「中身」の取扱いについ
ては、すそ野の広い問題が潜んでいる。

総務省AIネットワーク化検討会議は、2016年4月、
AI 研究開発の原則を策定・公表し

14
 、日本政府は、同

月、G7情報通信相会合で、その8原則を提示、大筋で
各国の同意を得た。注目すべきは、その8原則のうち
1番目に挙がっている、「透明性の原則：AIネットワー
クシステムの動作の説明可能性及び検証可能性を確保
すること」である。一私人または一企業が作成するプ
ログラムに過ぎないはずの AI に、特に透明性が求め
られるというのは、AIが生活の隅々にまで浸透し、私
たちの多くに大きな影響を与えるだろうという共通認識
があることを示唆している。AIは、電気・ガスや電話、
あるいはインターネットのような、公共性の強いインフラ
だという捉え方だといってもよいかもしれない。米国政
府が2016年10月12日に公表したレポート”Preparing 

for the Future of Artificial Intelligence”でも、AIない
しアルゴリズムの透明性は、繰り返し強調されている。

さらに一歩進んで、「AIの民主化」を目指すべきと
する論者もいる。AIが特定の企業に独占・コントロー
ルされると、重大な不公平や差別が生じるおそれがあ
るし、優れた AI が国家諜報機関や独裁者に狙われる
危険があるというのだ。このほか、特定企業による重
要なAIの独占・寡占については、独占禁止法上の問題
も生じ得るだろう。米国では、2015年12月、非営利
のAI研究会社Open AIが設立され、AIそのものの研
究はもちろん、AIによるメリットが広く平等に享受さ
れるための取り組みが進められている。著名企業各社
のAIのオープンソース化の例も数多く見受けられる。

AI はオープンソースであるべきか、そうだとして
著作権や特許権との関係をどう整理すべきか、プログ
ラムではなくデータの価値がこれまで以上に高まるの
ではないか、といった点も含め、透明性については、
今後いっそうの議論が必要である。

ロボット・AI と法に関する議論は、かように多岐
にわたっており、また、議論はまだ緒に就いたばかり
である。言えることは、AI や、AI を搭載したロボッ
トは、私たちに想像もつかないほどのメリットをもた
らす可能性を秘めているということ、そして、今後、
AI のプログラムの正確性・精緻性はきわめて高度な
ものが要求されるようになるだろうということだ。ま
た、裁判等の紛争処理プロセスにおいては、事後的に
プログラムの挙動が検証される可能性が高まるだろう
点にも留意が必要だ。ベンダーとしては、AIの精度
の向上はもちろんのこと、想定外の誤作動等があった
場合に備え、技術的には種々のフェールセーフ措置、
契約上はベンダーとしての責任を限定するような仕組
みを構築していく必要がある。

3. 終わりに

12. http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20161019/03.pdf

13. 例えば、以下の記事（Financial Times）を参照：
https://www.ft.com/content/ec81457e-925e-11e5-bd82-c1fb87bef7af

14. ①透明性の原則、②利用者支援の原則、③制御可能性の原則、④セキュリティ
確保の原則、⑤安全保護の原則、⑥プライバシー保護の原則、⑦倫理の原則、
⑧アカウンタビリティの原則である。詳細は以下の URL を参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000049.html
http://www.soumu.go.jp/joho_kokusai/g7ict/main_content/ai.pdf
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開催報告

マーケティング部　
竹原 正人

去る 2016 年 11 月10 日（木）グランフロント大阪の
ナレッジキャピタル カンファレンスルームにて、ベリサー
ブ主催「アカデミックイニシアティブ in 大阪『ソフトウェ
アと品質を考える』」を開催いたしました。9 月の東京
開催で好評をいただいたことを受けて大阪での開催とな
り、同じテーマにてソフトウェアの構築や品質向上への
ヒントをご紹介いたしました。セミナーは、主催者挨拶
に続いて基調講演が行われました。

基調講演のトップバッターとして、派生開発推進協議
会代表　兼　株式会社システムクリエイツ　代表取締
役　清水吉男氏より、『 IoT 時代の派生開発とテスト』

～変更情報が見えることでアジャイルへの対応も～　と
題してご講演をいただきました。「IoT は救世主か？」「開
発現場の問題」「XDDP をアジャイルに対応するには」
の３つをテーマとして、製品やサービスの価値の継続
的提供が競争となる中で、ソフトウェアが益々主体とな

り、派生開発においてもアジャイルな対応が求められて
いると説明されました。派生開発におけるアジャイルな
対応にＸＤＤＰ（eXtreme Derivative Development 
Process：派生開発に対応した開発プロセスモデル）が
有効であり、その方法論の説明とともにソースコードの
劣化や変更に対応するスキルが必要であるとまとめられ
ました。前回に続き、見やすい資料とわかりやすい説明
で参加者の好評をいただきました。

基調講演の２つ目として、岡山県立大学　情報工学
部情報システム工学科　准教授　横川智教氏より、『形

式仕様記述を用いたモデルベースのソフトウェア検証技

術』と題してご講演をいただきました。「モデル検査を用
いた組込みソフトウェアの設計検証支援ツールの開発」
と「モデル検査を用いたＷｅｂアプリケーシュオンのテス
トケース生成技術の開発」をテーマとしてご講演いただ
きました。組込みソフトウェア開発の上流工程である設

Event　｜　VAI 大阪　開催報告

基調講演１　清水 吉男 氏 基調講演２　横川 智教 氏

派生開発推進協議会代表　兼　株式会社システムクリエイツ　
代表取締役　清水吉男 氏

岡山県立大学　情報工学部情報システム工学科
准教授　横川智教氏
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Masato Takehara

計の検証は、ソフトウェアの信頼性への要求ハードルや
大規模・複雑化で、人手による検証の限界を超えており、
モデル検証技術の利用が必要となっており、モデル検
証を行うための課題やツールについて説明が行われまし
た。モデル検証の必要性は十分にわかりましたが、ツー
ルの利用方法や内容において学術的な表現や専門用語
が難しく、理解できない参加者も多くいたようでした。

基調講演後、コーヒーブレイクの休憩を挟み当社社員
３名より講演を行いました。東京での講演と同様に、多
くの参加者よりわかりやすい、参考となったとの評価を
いただき、後日詳しい説明をしてほしいとのご要望も多
数いただきました。

講演テーマと講演者は次のとおりです。

講演終了後に会場後方の展示スペース前で、参加者
と講演者（当日台湾出張を控えられていた横川氏は残念

ながら欠席でした）にも参加いただき、軽食とお飲み
物をご用意し交流会を実施しました。交流会では、参
加者から講演時間中にご質問できなかった疑問点など
が質問され、講演者からはより詳しく解説されるととも
に、品質に関する意見交換が行われました。また、展
示内容に興味を持たれた参加者も多く、当社の新しく
開発中のサービスである「テスト設計支援ツール」や「品
質管理プラットフォーム」について、担当者が時間をしっ
かり取ってご説明することができました。

最後に、セミナー終了後に提出いただいた参加者アン
ケートで、基調講演については全般的にわかりやすい、
理解できたという回答の一方で、学術用語がわからな
かった、具体的な事例が欲しかったというコメントもあ
り、次回以降の開催内容の参考となりました。また、当
社の講演について 9 割前後の方に理解できた、分かり
やすかったという評価をいただきましたが、展示コーナー
の展示・説明では理解できたとよく分からなかったが同
じ程度であり、今後の展示や説明について検討が必要
であることを感じました。今回大阪地区で初めてセミナー
を開催しましたが、参加者より同じようなセミナーをもっ
と開催して欲しいという話を聞き、大阪地区での次回開
催検討に弾みがつきました。

当社社員による講演

講演テーマ 講演者
効果的なテストを効率的に設計するため
の世界初のブレークスルー
～テスト設計の方法論・支援ツールを
活用～

谷﨑 浩一

事例から見るテスト自動化導入のいろは
～保守運用で泣かないための効果的な
テスト自動化導入アプローチ～

伊藤 由貴

テストからはじめるプロセス改善
～テストプロセスアセスメントを利用し
た段階的な継続的改善活動のすすめ～

山﨑 崇

＊講演者は、いづれもソリューション事業部所属です。

交流会

セミナー会場の様子

Event

谷﨑 浩一 山﨑 崇 伊藤 由貴
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Event

今回、昨年 12 月に名古屋で開催された「第 4 回自動
車機能安全カンファレンス」における講演と展示に続い
て、自動車分野における当社取り組みのご紹介として、
国際カーエレクトロニクス技術展の設計・ソリューショ
ンゾーンに出展しました。具体的な展示内容として、次
の 5 つのサービスをパネルおよびリーフレットでご紹介
させていただきました。

・A-SPICE/ISO26262準拠 テストプロセス
   構築支援サービス
・高品質検証設計サービス for Automotive
・車載ソフトウェアテスト自動化サービス
・ベリサーブ沖縄テストセンター
・カーナビフィールドテストサービス

2017 年 1 月 18日（水）～ 20 日（金）の 3 日間、オー
トモーティブワールド 2017 において「第 9 回国際カー
エレクトロニクス技術展」が東京ビッグサイトにて開催
されました。

オートモーティブワールド 2017 は自動車分野として
は世界最大級の先端技術展（今年度は 961 社の出展）
であり、その中の国際カーエレクトロニクス技術展は、
カーエレクトロニクスに関するあらゆる部品・材料、ソ
フトウェア、テスティング技術、製造装置が一同に出展
する専門技術展です。

当社はお客様の「ＱＣＤ向上支援パートナー」として、
技術の進展が著しい自動車分野におけるシステム・製品
の品質向上に貢献すべく、全社を上げてテスティング技
術向上とサービス提供に注力しています。

当社サービス
パネル一覧

16 |　VERISERVE NAVIGATION　|



ベリサーブ　竹原 正人

Event

ベリサーブ展示ブースの様子当社サービスご紹介の様子

最終日の天候は雨模様となったものの、多数の来場
者に当社ブースへお越しいただきました。テストの効率
化や自動化に対する来場者の方々の関心が高く、中で
も検証設計サービスにおけるテスト設計支援ツールとテ
スト自動化について多数のご質問をいただき、サービス

内容についてご説明しました。

主催者公式ＨＰ情報：
http://www.automotiveworld.jp/Previous-Show/

当社サービスに関するお問い合わせ：   http://www.veriserve.co.jp/contact/
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AFSC

JaSST'16 Tokai
JaSST' 16 Tokai :  Japan Symposium on sof tware Testing in Tokai 2016

JaSST’16 Tokai が 2016 年 12 月 2
日（金）、刈谷市総合文化センター　ア
イリスにて開催されました。今年度の
JaSST’16 Tokai は 「JIDOKA GO　～
知ってみよう、やってみよう、テストの
自動化～」をテーマに開催されました。

基調講演や特別講演を始めとして、
各セッションにおいてテスト自動化の技
法やテストツールに関する事例や自動
化の進めるためのポイントが発表され
ました。

当社は、スポンサー企業として昨年
に続きスポンサーセッションとポスター
セッションで発表しました。スポンサー
セッションでは、１Ｆ小ホールにて当社
渡部が会社概要をはじめ、検証技術
向上に向けた取り組みや幅広い分野で
の実績を発表しました。

また、ポスターセッションでは、今
回のＪａＳＳＴのテーマであるテスト自
動化に則した「テスト実行自動化支援
サービス」と、お客様の開発スピード
向上のためにテストプロセスの品質改
善を支援する「プロセス診断サービス」
をご紹介させていただきました。

参加報告：

スポンサーセッション（当社　渡部 武司） ポスターセッションの様子

2016 年12月2日（金）　刈谷市総合文化センター アイリス

第 4 回 自動車機能安全カンファレンス 2016 レポート

2016 年 12 月 6 日（ 火 ）、7 日（ 水）
の 2 日間、第 4 回自動車機能安全カン
ファレンス（主催：株式会社インプレス、
共催：一般財団法人日本自動車研究所

（ＪＡＲＩ））が、愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）にて開催されました。

本カンファレンスは国内外の自動車
技術の動向に精通するエキスパート、
及び電気電子システム開発に関する専
門知識を豊富に有するエンジニアが一
堂に会し、機能安全のベストプラクティ
スや共通の課題、課題に対する取組み
などについて、情報共有、意見交換を
行う場として開催されています。

自動車関連分野に対する関心度は非
常に高く、どの講演会場も盛況でした。
当社は昨年に続きスポンサーとして協
賛講演を行うとともに、初めてブース

出展を行いました。

協賛講演では、2 日目午後に当社山
崎が「ISO26262 に対応したテストプロ
セスの課題　～テストを外部委託する
ときの方法論～」と題して講演を行い
ました。当社が主にコンシューマ向け
に開発したテスト標準プロセス（ＶＳＭ）
を車載向けにテーラリングし ISO26262
に準拠したテストを実現し、そのプロ
セスを実施した結果から得られた課題

を交えてその方法論を説明しました。
講演後のアンケートで 9 割を越える参
加者からわかりやすかったとの評価を
いただきました。

ブース出展では、メイン講演会場と
フロアが異なっていたため、来場者が
想定よりも少なかったものの、「車載用
ＥＣＵ テスト自動化支援」「車載向け
接続性検証サービス」をパネル展示し、
営業担当者より当社のソリューション内
容をご説明しました。

当社　山崎 太郎による講演の様子 ベリサーブ展示ブースの様子
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